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１ 経営計画の策定と見直し 

(１)経営計画の策定 

本市の船舶事業は、桜島・大隅地域の人口減少や東九州自動車道延伸等の影響によ

る輸送量の減少など、厳しい経営環境にあります。特に、令和２年度以降、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、旅客人員、車両台数が大幅に減少するなど経営環境

が大きく変化しました。このように先を見通しにくい状況の中にありましたが、健全

経営を目指し、３年度に４年度から１３年度の１０年間を期間とする第２期鹿児島市

船舶事業経営計画を策定しました。 

 

(２) 経営計画の見直し 

近年、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、輸送量も回復してきましたが、

収入の柱である車両輸送量は計画策定時の予想をいまだ下回っています。 

４年度以降、経営計画に基づく経営改善の取組を進めてきましたが、物価高騰等

の影響で支出も増加傾向にあり、収支のマイナスが続いています。 

この間、減船や職員削減等による支出削減に取り組んだほか、６年７月に運賃改

定を実施したことで一定の収支改善効果は得られましたが、輸送量の減少等による

純損失が続き、資金不足が深刻化しています。このままでは、１１年度には資金不

足比率が経営健全化基準の２０％以上になり経営健全化団体に指定されることが懸

念されます。経営健全化団体に指定された場合、経営改善に向けたより厳しい対策

の実施が必要になることから、運賃や輸送体制、運航ダイヤへの影響も懸念されま

す。 

このような事態を回避するため、経営計画の見直しを当初予定していた８年度から

７年度に１年前倒しして実施し、新たな対策に取り組みます。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、今後の経営状況を随時検証し、経営の健全化を図る中で船舶事業を進展

させていくため策定するものです。 

また、第六次鹿児島市総合計画（令和４年度から１３年度）の個別計画として位置

付けるとともに、国が「公営企業の経営に当たっての留意事項」（平成２６年８月２

９日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）において示している将来にわたって

安定的に継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」としても

位置付けるほか、中期財政計画としても位置付けています。 

 

３ 計画期間 

 

 

本計画の期間は、第六次鹿児島市総合計画と同様に令和４年度から１３年度までの

１０年間とし、必要に応じて見直しを行います。 

計画期間： 令和４年度 ～ １３年度（２０２２年度～２０３１年度） 
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４ 計画とＳＤＧｓとの関連付け 

経営計画の重点取組項目において、ＳＤＧｓのゴールを新たに関連付けます。 

  【本計画に関わりの深いゴール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 船舶事業の役割 

桜島フェリーは、昭和９年、旧西桜島村の村民の生活航路、通学航路として事業 

を開始して以来、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上公共

交通機関として、総合的な交通体系の中に位置付けられ、本市の観光振興と地域の

活性化に寄与するとともに、災害時には救難船舶としての役割を果たしています。 

また、桜島港フェリーターミナルは、地域の賑わい創出の拠点や避難所としての

役割も担っています。 

 

(1) 市民生活や物流を支える  

① 生活航路としての役割 

桜島フェリーは、薩摩・大隅両半島を結ぶ交通手段であり、安心・快適に移動で

きる交通機関として桜島地域や垂水市、鹿屋市をはじめとする大隅地域の住民の通

勤通学、通院など生活航路としての役割を担っています。 

これからも人口減少や高齢化などの社会構造の変化に柔軟に対応しながら、その

役割を担うことが求められています。 

 

② 薩摩・大隅間の物流を支える役割 

桜島フェリーは、運輸・各種サービス産業等の企業活動をはじめとした薩摩・大

隅両半島の物流を支える役割を担っています。 

近年、大隅半島の広域交通体系の整備が進み、平成２６年１２月の東九州自動車

道の曽於弥五郎ＩＣと鹿屋串良ＪＣＴ間の開通以降、利便性の高まった高速道路利

用への転換が顕著となり、特に桜島フェリーを利用する貨物車両台数は減少傾向に

あります。 

フェリーの利用促進については、温室効果ガスの排出量削減効果や長時間運転に

よるドライバーの疲労軽減などのメリットがあることから、これからも物流に寄与

する交通機関としての優位性を高めていく必要があります。 
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③ 救急医療を支える役割 

桜島フェリーは、桜島・大隅地域から鹿児島市内の医療機関へ年間約４００件救

急車両を搬送しており、桜島・大隅地域からの迅速な搬送や医療の地域格差の解消

に大きく貢献しています。 

特に夜間は、ドクターヘリが運航していないことから、鹿児島市街地に搬送する

場合に桜島フェリーが必要とされており、令和７年１０月からの深夜便の停止後も

救急車などの緊急車両等の輸送に対応できる体制を維持します。   

 

(2) 観光振興（交流人口の創出）  

桜島地域は、全域が桜島・錦江湾ジオパークのエリアに含まれ、大部分が霧島錦江

湾国立公園に指定されており、国内外から観光客が訪れる鹿児島市の代表的な観光地

です。桜島フェリーは、鹿児島中央駅等の主要交通拠点と桜島地域や大隅地域の観光

施設、イベント会場等を結ぶ重要な二次交通となっております。 

また、貸切船をはじめ、令和５年度から開始したイベントクルーズ「錦江湾ナイト

クルーズ」は、洋上から桜島や錦江湾の雄大な景観を楽しむことができる新たな観光

コンテンツとして、多くの方々に利用されています。 

 

 (3) 災害対策  

桜島フェリーは、鹿児島市地域防災計画において救難船舶として位置付けられてお

り、桜島火山大規模噴火時に係る避難計画において指定された避難港１９箇所につい

て、災害時に備えて離着岸訓練を実施しています。 

 

(4) 地域のにぎわい拠点  

桜島港フェリーターミナルは、桜島地域と市街地との中継施設として、展望スペ 

ースやカフェ、授乳室、多目的トイレなどを完備し、バリアフリーにも配慮した施

設となっています。ＪＮＴＯ外国人観光案内所のひとつである桜島観光案内所（桜

島コンシェルジュセンター）が設置されるなど重要な交通結節点にあり、桜島地域

の交流・情報発信の拠点として高いポテンシャルを有しています。このようなター

ミナル内のコミュニティスペースやイベント広場等を、地域コミュニティ等に活動

の場として活用してもらうなど、地域のにぎわい拠点としての役割を期待されてい

ます。 
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６ 船舶事業のこれまでの取組 

(1) 安全運航体制の推進  

① 安全運航の推進等 

平成２０年度に安全管理システムの運用を開始し、内部監査及び研修等を実施し

ながら、安全運航の維持を図っています。 

また、令和２年度に安全運航推進室を設置し、安全運航体制、指揮命令系統の強

化を図りました。 

 

② 危機管理体制の強化 

安全管理規程で、地震防災対策基準及び台風来襲による船舶局対応マニュアル等

を定め、非常時の対応強化を図りました。また、火山災害対策については、避難港

での離着岸訓練を実施し習熟を図り、避難港設備等については関係機関と連携し、

保全に努めました。 

 

(2) 乗客サービスの向上  

① お客様の視点に立ったサービスの提供 

お客様の視点に立ったサービスの提供を図るため、船員や車両誘導などに携わる

職員等の接遇の向上に努めました。また、モニター制度やご意見箱などを通じ、利

用者からの意見を把握するとともに、乗船者に対するアンケート調査結果や、時間

帯毎の乗船データを分析し、サービスの向上に努めました。 

平成３０年度に利便性向上と利用促進を図るため、クレジットカード及び交通系

ＩＣカードでの運賃支払いができるシステムを導入しました。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、その対策として、船

内の定期的な消毒や換気に努めたほか、ターミナル内でのソーシャルディスタンス

確保を目的としたＩＣカード処理機増設などの整備を進めました。 

  さらに、４年度は、キャッシュレスシステムにタッチ決済機能を導入したほか、 

６年度からはクレジットカード決済における交通タッチ決済の機能を導入したこ

とで処理スピードが速くなるなど、利便性の向上を図りました。 

 

(3) 経営健全化の推進  

① 組織の活性化と人材育成 

令和２年度に安全運航推進室を設置し（再掲）、指揮命令系統をより強化すると

ともに、船舶ごとに海事職の船舶担当主幹を配置することにより、各船の責任体制

及び運航班相互の情報交換、連携を強化し、安全運航の向上を図りました。 

 

② 財源の確保 

桜島港施設整備計画に基づき桜島港フェリーターミナル等の施設整備を進め、そ

の財源として国補助金や企業債を確保しました。 
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また、今後の財政見通しを踏まえ、令和元年１０月に運賃等の改定（改定率 

２１．５７％）を実施したほか、２年度から、地域公共交通確保維持改善事業費補

助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用し、財源の確保

を図りました。 

さらに、６年度は経営の健全化を図り持続的な事業運営を推進するため、７月に

運賃等の改定（改定率１９．８２％）を実施しました。 

 

③ 増収対策 

桜島フェリーを積極的にＰＲすることによる定期航路の利用促進のほか、関係機

関と連携し、関西、首都圏への教育旅行誘致のセールスを継続的に実施しました。 

また、令和５年度は、民間事業者と連携し錦江湾ナイトクルーズを運航するとと

もに、マリンポートかごしまに寄港するクルーズ船の乗客を鹿児島港や桜島港に輸

送する二次交通に取り組むなど、アフターコロナの利用者増に繋げる取組を行いま

した。 

７年度は、海外直行便の再開や仙巌園駅の開業など国内外からの観光客の増加が

見込まれることから、九州ＭａａＳを活用したデジタルチケットの造成や関係部局

等と連携し桜島への島内誘客に係る企画等を検討し、観光振興にも寄与しました。 

 

④ 経費削減策 

各船舶において、ＧＰＳを活用した基準航路及び基準回転数を遵守した運航のほ

か、深夜時間帯等における省エネ運航に取り組みました。  

令和５年４月からは、５隻から４隻に減船し、平日１０２便、土日祝日１１２便

に減便し、１３班による運航体制を１１班体制とするなど、効率的なダイヤと運航

体制へ見直すとともに、定期便の運航を確保するため、よりみちクルーズや納涼船

事業を廃止するなど、燃料費や人件費等の削減に取り組みました。 

さらに、２４時間運航については、近年利用者が減少しており、採算性が低く経

営上の課題となっていたことから見直すこととし、７年１０月から救急体制等を確

保したうえで、深夜帯の一部を減便しました。 

 

(4) 環境に配慮した効率的な施設等の整備  

① 環境に配慮した施策の推進 

桜島港周辺は、自然公園法による普通地域に指定され、また、鹿児島市景観計画

において、景観形成重点地区候補地として位置付けられていることから、桜島港フ

ェリーターミナルの建替え（平成３０年３月供用開始）、バースの整備（令和２年

３月供用開始）にあたっては、周辺環境と調和し、桜島観光のエントランスにふさ

わしい、海からの眺望に配慮した景観形成を図りました。 

また、船舶のプロペラ等に海洋生物を付着させない環境にやさしい防汚性に優れ

た塗料を使用し、推進効率の向上並びに、環境負荷の低減を図りました。 
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７ 船舶事業の現状と課題 

(1) 船舶事業を取り巻く社会情勢  

① 人口減少及び進行する高齢化社会 

桜島・大隅地域は、人口減少や高齢化が進行しており、今後もその傾向が続く

ことが予想されることから、通勤・通学・通院・買い物などの地域住民によるフ

ェリー利用は旅客・車両ともに減少し、高齢者の利用割合が高くなっていくこと

が見込まれます。 

 

② 東九州自動車道の延伸・大隅縦貫道の開通 

 東九州自動車道の曽於弥五郎ＩＣから鹿屋串良ＪＣＴへの延伸と大隅縦貫道が開

通した平成２６年１２月以降、貨物トラックをはじめとする車両の多くが高速道路

利用にシフトし、車両台数の減少が続いています。 

 また、令和３年７月には鹿屋串良ＪＣＴと志布志ＩＣ間も開通しています。 

このような高速道路等の利便性向上に加え、大隅地域の人口減少等の要因が運航

収益の約８割を占める車両利用の減少につながっていると考えられ、これらのこと

が今後の事業運営に大きな影響を与えると予想されます。 

 

③ 観光需要の回復見込 

本市の観光需要を観光客数でみると、新型コロナウイルス感染症拡大時は、外国 

人を含めた観光客数は大きく減少しましたが、感染症収束後は段階的に回復し、 

令和６年には同感染症拡大前の元年の水準まで回復しています。 

 

④ 重油価格の高騰・船体の維持管理費の上昇 

船舶燃料であるＡ重油価格は、新型コロナ禍からの経済正常化やロシアによる

ウクライナへの軍事侵攻の長期化、中東を含む世界情勢の動き等による原油価格

の変動に加え、円安の影響を受けることもあり不安定な状況にあります。なお、

長期的に価格は上昇傾向にあります。 

また、船体部品のユニット化による交換経費の増や、保守業務に係る人件費の

上昇など今後、船体の維持管理費も上昇していくことが見込まれます。 

 

⑤ 温室効果ガス排出量の削減 

国土交通省のＨＰによると、令和元年度における日本の二酸化炭素排出量のう

ち、運輸部門からの排出量は１９．２％を占めています。  

鹿児島市においても、３年度は３２．４％を占めていることから、環境負荷の

小さい電気自動車等の導入促進、公共交通の利用促進、船舶の省エネ対策等によ

る運輸部門の脱炭素化を推進していく必要があります。 

今後、桜島フェリーにおいても省エネ運航を継続するとともに、新技術に関す

る情報収集など、長期的な視点で調査研究を進めることが必要です。 
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(2) 経営状況  

① 輸送量の推移  

令和元年度末から新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け始め、輸送量は

大きく減少し、特に２年度及び３年度の実績は大きく落ち込みました。 

４年度以降は感染症収束に伴い緩やかな回復傾向にあるものの、長期的には減

少が続いており、６年度の輸送量を高速道路開通前の平成２５年度に比べると旅

客人員は２４．７％減、車両台数は３７．５％減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 財政状況 

平成２７年度以降、収益の減少に対処するため、運賃改定を令和元年度及び 

６年度に実施したほか、５年度には減船によるダイヤ改定を実施しました。 

しかしながら、輸送量の減少が続いており、６年度は約１億円の純損失となっ

たほか、累積欠損金も約２８億６，０００万円に上るなど、引き続き厳しい経営

状況にあります。 
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図８ 損益収支の推移
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図９ 繰越利益剰余金（△累積欠損金）の推移
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

また、年度末資金残高については、平成２６年度までは概ね堅調に推移してい

ましたが、２７年度以降、純損失が続いたことから、２６年度末に約１１億円あ

った資金は年々減少し、令和３年度末にマイナスに転じ、３，４００万円の資金

不足が生じました。なお、同年度以降、新型コロナウイルス感染症に係る特別減

収対策企業債を発行することで資金を確保できたため、６年度末時点の資金残高

は、約１億８，０００万円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、経営が改善しない場合、資金不足比率が経営健全化基準である２０％以

上となることも懸念されます。経営健全化団体に指定された場合、経営健全化計

画を策定し、さらなる経営改善策に取り組まなければなりません。持続可能な事

業運営を継続するための経営改善は喫緊の課題です。 

(3) 計画で取り組むべき課題  

船舶事業の役割や社会情勢の変化、経営状況等を踏まえ、この計画で取り組むべ

き課題を以下のとおり整理しました。 

① 事故防止等の対策   

② 資金不足の解消 

③ 収益確保に向けた取組 

④ 災害等での救難対応   

⑤ 環境保全への取組 

(単位：百万円) 
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図１０ 年度末資金残高の推移
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８ 経営理念  

 

『安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営』 

 

私たち鹿児島市船舶局は、利用者の方々が安心して利用いただける安全で快適な運航

を使命とし、桜島・大隅地域の生活や物流を支えるとともに、環境にやさしい海上公共

交通機関として、将来にわたり効率的で持続可能な事業運営を実現します。 

 

９ 基本目標及び目標指標 

計画で取り組むべき課題を踏まえ、下記の５項目の基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶事業を取り巻く社会情勢 

（人口減少、温室効果ガス削減等） 
３ 乗客サービスの向上 

船舶事業の現状 

船舶事業の役割 

（生活、物流、観光、災害対策等） 

経営状況 

（業務量の減、厳しい財政状況） 

事故防止等の対策 

資金不足の解消 

収益確保に向けた取組 

計画で取り組むべき課題 

１ 安全運航の推進 

災害等での救難対応 

２ 効率的で持続可能な経営の実現 

環境保全への取組 

４ 地域防災対策の強化 

５ 環境にやさしい施策の推進 

基本目標 

基本目標１ 安全運航の推進 

経営の根幹である安全運航を職員一丸となって推進します。 

基本目標２ 効率的で持続可能な経営の実現 

市民の生活や物流を支え、市民の財産である桜島フェリーの運航を継続するため、 

収益の確保と徹底した経費削減を推進し、効率的で持続可能な経営を実現します。 

基本目標３ 乗客サービスの向上 

市街地と桜島・大隅地域を結ぶ海上公共交通機関として人々が行き交い、にぎわいあ 

ふれる取組を推進するとともに、質の高い快適なサービスを提供します。 

基本目標４ 地域防災対策の強化 

救難船舶や地域の防災拠点としての役割を踏まえ、桜島の大規模噴火をはじめと 

する災害に備えた対策を強化します。 

基本目標５ 環境にやさしい施策の推進 

環境負荷の軽減を図るため、省エネ運航等を推進し、「ゼロカーボンシティかごしま」

の実現に貢献します。 
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【目標指標一覧】  

 

基本目標毎に、主要な指標を設定し、目標を掲げます。 

 

※1 トップページのアクセス数 

※2 ・目標は現況からの累積値 

・令和７年度は、年間１０，０００ℓ削減、 

令和８年度以降は、年間７，０００ℓ削減 

 

 

 

 

基本目標 指標内容 
現況 目標 目標 

(R6年度末) (R10年度末) (R13年度末) 

１ 安全運航の推進 
運航に係る重大事故

件数 
0件 0件 0件 

 
油濁による海洋汚染

事故件数 
0件 0件 0件 

２ 効率的で持続可

能な経営の実現 

旅客の輸送量 2,766千人 

6年度比平均上昇率 

2％以上 

2,995千人 3,178千人 

車両の輸送量 954千台 

6年度比平均減少率 

1.5％以内 

897千台 858千台 

資金不足比率 0％ 20％未満 20％未満 

３ 乗客サービスの

向上 

ホームページアクセ

ス数※1 
377,702回 393,000回  404,000回  

４ 地域防災対策の 

強化 

船舶離着岸訓練及び

情報伝達訓練回数 

4回 

(各船 1 回/年) 

4回 

(各船 1 回/年) 

4回 

(各船 1 回/年) 

５ 環境にやさしい

施策の推進 

省エネ運航 

（燃料の削減量※2） 
17,000ℓ 48,000ℓ 69,000ℓ 
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１０ 船舶事業のあるべき姿（２０３１年ビジョン） 

本計画の最終年度である令和１３年度の船舶事業のあるべき姿を「２０３１年ビジョン」

として定め、利用者のご理解を得ながら、ビジョンの実現に向け、船舶局一丸となって取

り組みます。 

 

 

（１）「安全で快適な運航」を推進し、事故ゼロとなっています。 

（２）海上公共交通機関としての責務を果たしていくため、収益の確保と徹底した経費 

   削減を推進し、将来にわたり持続可能な経営となっています。 

（３）観光資源としての桜島フェリーの魅力をブラッシュアップするとともに、 

桜島・錦江湾の魅力発信やフェリーターミナルを活用したにぎわい創出など、 

桜島地域の魅力ある地域づくりに貢献しています。 

 

 

２０３１年ビジョン 



 第六次鹿児島市総合計画

１１ 経営計画体系図

５ 環境にやさしい施策の推進

①信頼とやさしさの
ある 共創のまち

【信頼・共創 政策】

②自然と都市が
調和した うるおいのあるまち

【自然・環境 政策】

③魅力にあふれ
人が集う 活力あるまち
【産業・交流 政策】

④自分らしく
健やかに暮らせる
安心安全なまち

【健康・安心 政策】

⑤豊かな個性を育み
未来を拓く 誇りあるまち
【子ども・文教 政策】

⑥質の高い暮らしを
支える 快適なまち
【都市・交通 政策】

１ 安全運航の推進

２ 効率的で持続可能な経営の実現

３ 乗客サービスの向上

基本目標基本目標

経営理念「安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営」を基本に、新たな課題等に的確に対応し、船舶
効率的に活用し、将来にわたって、船舶事業を健全に運営していくこととします。
また、この理念のもとに、５つの基本目標を掲げ、１１の重点取組項目を着実に実行していきます。

経営理念

つ
な
が
る
人
・
ま
ち

彩
り
あ
ふ
れ
る

躍
動
都
市
・
か
ご
し
ま

都
市
像
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４ 地域防災対策の強化



交流人口の拡大に向けた
関係機関との連携

快適な運航サービスの提供

～安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営～

 
 

②

利用促進活動の強化

③

情報の共有化

柔軟な組織の見直し

③

適正な運賃等の設定による収益の確保

④

安全管理の徹底①

船舶の計画的保有②

危機管理対応の充実①

人材の育成①

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

環境保全の推進①

「ゼロカーボンシティかごしま」への貢献②

省エネ運航の徹底③

モーダルシフトの促進④

具体的方策

事業の特性や公営企業のあるべき姿を踏まえながら、多様な手法により、限られた資源を、最大限

重点取組項目

経営環境の変化への柔軟な対応（１）

緊急事態への対応強化（２）

安全運航の推進（１）

環境保全活動の推進（１）

資金の確保②

広告収入の確保④

コストの抑制①

運航体制等の見直し②

観光関連団体等との連携・協力①

桜島港フェリーターミナルの活用促進①

ＮＰＯ法人等との連携②

職場体験等の受入③

救難船舶としての機能充実①

災害対応体制の構築②

多様なツールによる情報発信の充実①

質の高いストレスフリーな決済サービス①

ホスピタリティあふれる対応②

すべての利用者にやさしいサービスの提供③

事業継続のための財源確保（２）

徹底した経費削減（３）

（１）

（２）

①

働き方改革等の推進

桜島や錦江湾を活かした教育への活用促進②

13

インバウンド需要増への対応②

桜島の大規模噴火対策など
地域防災への対応

（１）

桜島港フェリーターミナルのにぎわい創出（３）

魅力発信の充実（４）

公共交通機関等との連携④

③
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１２ 基本目標に基づく重点取組項目・具体的方策 

経営理念のもとに、５項目の基本目標を掲げ重点取組項目を着実に実行し

ていくことにより、局の将来像「船舶事業のあるべき姿（２０３１年ビジョ

ン）」の実現に向け取り組みます。 

 

 

重点取組項目（１） 安全運航の推進  

【具体的方策① 安全管理の徹底】 

ア 安全意識の向上 

イ 船舶の安全運航 

ウ 車両誘導員等の安全管理体制 

【具体的方策② 船舶の計画的保有】 

ア 船舶ストックマネジメント 

イ 新船建造 

重点取組項目（２） 緊急事態への対応強化  

【具体的方策① 危機管理対応の充実】 

ア 緊急事態への対応 

イ 緊急対応訓練の充実 

 

 

重点取組項目（１） 経営環境の変化への柔軟な対応  

【具体的方策① 人材の育成】 

ア 職員研修の充実 

イ 職員の健康管理 

ウ 職員提案の実施 

エ 人事評価制度の活用 

【具体的方策② 柔軟な組織の見直し】 

ア 適正な定数・人件費の見直し 

イ キャリアアップの形成 

【具体的方策③ 働き方改革等の推進】 

【具体的方策④ 情報の共有化】 

ア 経営改善への活用 

イ 接遇マナー向上等への活用 

ウ 安全運航の確保への活用 

 

 

 

 

基本目標２ 効率的で持続可能な経営の実現 

基本目標１ 安全運航の推進 
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重点取組項目（２） 事業継続のための財源確保  

【具体的方策① 適正な運賃等の設定による収益の確保】 

ア 運賃改定の検討 

イ 割引制度の見直し 

【具体的方策② 資金の確保】 

【具体的方策③ 利用促進活動の強化】 

ア 貸切船の利用促進 

イ 販売業務の推進 

【具体的方策④ 広告収入の確保】 

重点取組項目（３） 徹底した経費削減  

【具体的方策① コストの抑制】 

ア 燃料費の縮減 

イ 施設ストックマネジメントの推進 

【具体的方策② 運航体制等の見直し】 

 

 

 

重点取組項目（１） 快適な運航サービスの提供  

【具体的方策① 質の高いストレスフリーな決済サービス】 

ア 旅客運賃決済の利便性向上 

イ 車両運賃決済の利便性向上 

ウ 時代の要請に即した新たなチケットの造成 

【具体的方策② ホスピタリティあふれる対応】 

ア おもてなしの心を持った対応 

イ 乗船データ等の活用 

ウ モニター制度等の活用 

【具体的方策③ すべての利用者にやさしいサービスの提供】 

【具体的方策④ 公共交通機関等との連携】 

重点取組項目（２） 交流人口の拡大に向けた関係機関との連携  

【具体的方策① 観光関連団体等との連携・協力】 

ア 観光イベント等の連携 

イ 観光部局等と連携したプロモーション活動 

【具体的方策② 桜島や錦江湾を活かした教育への活用促進】 

重点取組項目（３） 桜島港フェリーターミナルのにぎわい創出  

【具体的方策① 桜島港フェリーターミナルの活用促進】 

【具体的方策② ＮＰＯ法人等との連携】 

 

 

基本目標３ 乗客サービスの向上 
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重点取組項目（４） 魅力発信の充実  

【具体的方策① 多様なツールによる情報発信の充実】 

【具体的方策②】 インバウンド需要増への対応 

ア ＳＮＳの効果的な運用 

イ 旅行代理店等への営業活動 

【具体的方策③ 職場体験等の受入】 

 

 

 

重点取組項目（１） 桜島の大規模噴火対策など地域防災への対応  

【具体的方策① 救難船舶としての機能充実】 

【具体的方策② 災害対応体制の構築】 

【具体的方策③ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定】 

 

 

 

（１） 環境保全活動の推進  

【具体的方策① 環境保全の推進】 

【具体的方策② 「ゼロカーボンシティかごしま」への貢献】 

【具体的方策③ 省エネ運航の徹底】 

ア 燃料消費の抑制 

イ 防汚塗装による推進効率の向上 

【具体的方策④ モーダルシフトの促進】 

基本目標４ 地域防災対策の強化 

基本目標５ 環境にやさしい施策の推進 
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１３ 経営健全化に向けて 

（１） 現計画の財政見通しと実績との乖離 

現在の第 2期船舶事業経営計画は、令和４年度から１３年度を計画期間として３

年度に策定しました。 

策定時はまだ、新型コロナウイルス感染症拡大中であり、将来の輸送量など、先

行きを見通すことが困難な状況だったこともあり、収入や支出の見込みが現在の状

況と異なるなど、計画の財政見通しとの間に乖離が生じています。 

 

（２） 経営の課題 

これまで、現経営計画に基づく経営改善に取り組み、令和６年７月には運賃改定

を実施することで一定の収支改善効果は得られましたが、収入の柱である車両輸送

量の回復が予想を下回っているほか、物価高騰等の影響で支出も増加傾向にあるな

ど、収支のマイナスが続き、資金不足が深刻化しています。 

 

① 今後の財政見通し 

６年度決算値をベースに今後の財政見通しを試算します。 

 

（試算条件） 

ア 収 入 

輸送量 （車両）年平均 １．５％減 

 （旅客）年平均 ２％増 

イ 支 出 

人件費         年平均１．５％増 

燃料費         直近の重油単価 

修繕費・委託費等 見込まれる船舶・施設の整備費用 

減価償却費       見込まれる費用 

 

※ 上記の条件で試算すると１１年度には資金不足比率が経営健全化基準の 

２０％以上になり経営健全化団体に指定されることが懸念されます。 

    経営健全化団体に指定された場合、経営改善に向けたより厳しい対策の

実施が必要になることから、運賃や輸送体制、運航ダイヤへの影響も懸念

されます。 
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(３) 新たな対策の実施 

このような事態を回避するため、見直し後の経営計画では、輸送量の動向や収支

の状況を踏まえながら、これまでの取組に加え、以下の取組を実施または検討しま

す。 

 

① 新船建造の延期 

第２期経営計画期間中に予定していた新船建造について、５年間先送りしま 

す。なお、使用中の船舶は、整備の徹底や交換部品の確保などにより使用期間を 

３０年から３５年へ５年間延長します。 

ア 発注時期 令和９年度から１４年度へ変更 

イ 対象船舶 第十六櫻島丸 後継船 

ウ 建 造 費 約４０億円（見込み） 

エ 効   果 借入金の償還時期を後年度に移行することで、償還にかかる 

財政負担を平準化できます。 

 

 

 

 

 

①　収益的収入及び収益的支出（税抜） （単位：百万円）

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計

2,253 2,432 2,529 2,533 2,512 2,495 2,440 2,426 2,363 2,358 24,341

1,750 1,838 2,044 2,045 2,091 2,078 2,065 2,053 2,042 2,031 20,037

180 90 136 111 124 145 146 154 165 165 1,416

2,606 2,773 2,629 2,801 2,652 2,652 2,656 2,577 2,469 2,495 26,310

△ 353 △ 341 △ 100 △ 268 △ 140 △ 157 △ 216 △ 151 △ 106 △ 137 △ 1,969

②　資本的収入及び資本的支出（税込）

168 268 256 229 385 316 340 277 167 200 2,606

336 430 518 473 536 575 623 524 394 431 4,840

△ 168 △ 162 △ 262 △ 244 △ 151 △ 259 △ 283 △ 247 △ 227 △ 231 △ 2,234

③　年度末資金残高（税抜）

50 87 183 3 9 △ 228 △ 417 △ 672 △ 935 △ 1,212 ｰ

 -  -  -  -  - 10.6% 19.6% 31.8% 44.5% 57.9% ｰ資金不足比率

年度末資金残高

　　　　　　　　　　　　　　年度
項目

収益的収入

うち運航収益

うち他会計負担金・補助金

収益的支出

純損益

資本的収入

資本的支出

資本的収支不足額
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② 旅客運賃改定の検討  

国内外からの観光客の利用も多い旅客運賃について、住民等の負担ができるだ 

け小さくなる方法での運賃改定を検討します。 

ア  概 要 現金、クレジットカード、交通系ＩＣカードなどに限定した改定 

       ※ラピカ等（回数券）、定期券、車両同乗者については据置き 

イ 増収見込 改定額１００円（片道２５０円→３５０円）  約１億円/年 

       ※計画期間中の輸送見込みに基づいて算出した収支改善に必要な運賃改定額 

ウ 実施時期 令和９年度以降 

 

③ 資産の売却  

収支の状況を踏まえながら、やむを得ない場合に保有する土地等の売却を検討 

します。 

ア 対象資産 鹿児島港立体駐車場（土地と構造物） 

イ 所 在 地 小川町 1,286㎡（390坪）  

ウ 実施時期 未定 

 

④ 交通事業債(コロナ禍後の減収を補てんする企業債)の活用 

コロナ禍での経営悪化に対する資金手当てとしての「特別減収対策企業債」

を引き継ぐかたちで創設された交通事業債(経営改善推進事業)を引き続き活用

し、資金を確保します。 

ア 発行時期  令和７年度、８年度（起債できる最終年度） 

イ 発行見込額 総額 ２億２，０００万円 

ウ 発行実績  令和３年度、４年度、５年度 総額 ９億１，５００万円 

 

⑤ 関係機関への支援要請 

      桜島フェリーの交通、防災対策、観光振興への役割も踏まえ、国、県、市一

般会計からの補助金等の確保に努めます。 
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≪新たな対策を実施した場合の収支見通し≫ 

 （２）①の試算条件に加え、（３）の各対策を実施した場合の財政見通しを試算すると 

下表のとおり、１３年度まで資金不足比率は２０％未満を維持できると見込まれます。 

※土地売却は１３年度実施で試算 

 

 

 

 

 

 

 

①　収益的収入及び収益的支出（税抜） （単位：百万円）

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計

2,253 2,432 2,529 2,533 2,512 2,598 2,566 2,552 2,488 2,671 25,134

1,750 1,838 2,044 2,045 2,091 2,146 2,156 2,144 2,133 2,122 20,469

180 90 136 111 124 180 181 189 200 200 1,591

2,606 2,773 2,629 2,801 2,652 2,652 2,660 2,583 2,477 2,504 26,337

1,154 1,063 1,154 1,262 1,264 1,264 1,265 1,193 1,210 1,227 12,056

342 299 314 321 314 314 314 314 314 314 3,160

434 466 459 442 297 293 298 283 173 168 3,313

△ 353 △ 341 △ 100 △ 268 △ 140 △ 54 △ 94 △ 31 11 167 △ 1,203

②　資本的収入及び資本的支出（税込）

168 268 256 229 385 415 435 377 267 275 3,075

168 196 251 229 204 207 231 188 158 166 1,998

336 430 518 473 536 575 623 524 394 438 4,847

237 294 311 441 413 434 435 435 385 402 3,787

99 99 192 32 32 32 79 0 0 0 565

△ 168 △ 162 △ 262 △ 244 △ 151 △ 160 △ 188 △ 147 △ 127 △ 163 △ 1,772

③　年度末資金残高（税抜）

50 87 183 3 9 △ 25 2 △ 33 △ 78 17  - 

 -  -  -  -  - 1.2%  - 1.5% 3.6%  -  - 

　　　　　　　　　　　　　　年度
項目

収益的収入

うち運航収益

うち他会計負担金・補助金

収益的支出

うち人件費

うち燃料費

うち減価償却費

純損益

資本的収入

うち他会計補助金

資本的支出

うち企業債償還金

うち船舶建造年賦支払金

資本的収支不足額

年度末資金残高

資金不足比率
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